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日ごौから、介護保険事のਤに౪ੈৡいただき、厚くおணし上ऑます。また、新型コロナウイ

ঝスഉඪへの対ૢにつきましても、ご৶ੰごੈৡいただきありがとうごकいます。 
今回のテキセイカだよりでは、皆様からご質問の多い「生活援助中心型のケアプランの届出」につい

てお伝えさせていただきます。 
  

    １１１１    制度制度制度制度のののの概要概要概要概要・・・・趣旨趣旨趣旨趣旨            

●平成30ফ10月１日から、訪問介護（生活援助中心型）の回数がৢଞのਹ৷回数からかけれた
ਹ৷回数となっているケアプランについて、保険者への届出が義務付けられており、そのケアプ
ランについて、市੨がୠケア会議ಉでਫ਼をষうこととなっています。 

【介護保険最新情報vol.652（平成30ফڱ月10日）】 
●これは、生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービス提供を招きやすいという課題

がある্で、ਹ৷者において様々な事情を್える場合もあるため、ਹ৷者のঽয়੍援にとって
ケアঐॿジকーのଳ点だけではなく、多ரによるਫ਼をষい、必要にૢगてケアプランઍの
是正を促すためのものです。 

●つまり、様々な事情を್えるਹ৷者について「よりଐい੍援の্১をਫ਼する」ための制২であ
り、「回数を制限する」ものではありません。 

 
    ２２２２    対象対象対象対象となるケアプランとなるケアプランとなるケアプランとなるケアプラン            

●新たに、୧サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活援助中心型）をਜ਼
઼付ける場合（回数ಌを含ि）が対象となります。 

●具体的な回数は下表のとおりです。 
 
 
 

    ３３３３    届出時期届出時期届出時期届出時期            

●対象となるケアプランを作成後、サービスを開始する前月に提出してください。 
●また、計画作成時には規定回数を越えなくても、結果的に実績で越える場合は、越えることが決

定した時点で提出してください。 
 
    ４４４４    届出方法届出方法届出方法届出方法            

●事ごとに「届出છ」の様式を上にして、「提出必要છథ༮１ڳع」（し）のದにして
提出してください。様式、詳細は茨木市ホームページからご確認、ダウンロードしてください。 

【茨木市ホームページ：各課のご案内 ＞ 健康福祉部 ＞ 長寿介護課 ＞ 介護保険事業者の方へ ＞  

介護支援専門員向けページ ＞ 訪問介護（生活援助中心型）の回数が規定回数以上のケアプランの届出について】 

  

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

27回 34回 43回 38回 31回 

   訪問介護の回数が規定回数以上のケアプランの届出について 
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    ５５５５    よくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問            

問１ 生活援助中心型とはどのようなケアプランを指すのか。 
（答）生活援助単独の訪問介護のことであり、身体介護は含みません。 

よって「身体１生活１」ಉ身体介護に連ਢしてষうものはカウントされません。 
 
問２ َ規定回数を越えるُとはؚഛ২規定回数とग回数पなढた場合も届出対象となるのか。 

（؟要介護１で27回） 
（答）「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護」であるため、上記も届出対象となります。 
 
問３ 月の数पよढथৰౚが౮なるがؚ規定回数を越えない月がある場合も届出対象となるのか。 
（答）規定回数を越える月があれば届出対象となります。 

越えることが分かった段階で提出が必要です。 
 
問４ ਹ৷の৬৹ਂଐृੇఔの合ಉؚ規定回数を越えるのがৎである場合も届出がਏか。 
（答）問３と同様に、規定回数を越える月があれば届出対象となります。 
 
問５ 提出したケアプランはどのような方法で検証されるのか。 
（答）届出のあったケアプランはਉಋ৸て、市が開催する「生活援助ঽয়੍援会議」でਫ਼します。 
   会議の開催はফに１ڮع回で、૿ਊ介護੍援௧৩、訪問介護事者の্にも出ఆしていた

だきます。会議の詳細については開催前に直接ご連絡させていただきます。 
 
問６ 規定回数を越える場合は請求できないのか。茨木市の許可が出るまで請求を止めるべきか。 
（答）先述のとおり、「回数を制限する」ためのものではないため、請求事務に影響はありません。 
   この制২は「よりଐい੍援の্১をਫ਼する」ためのものであり、ਫ਼後にケアプランを

ಌするかनうかはભਔとなります。 
 
問７ 届出をଷしथいた。どのようप対ૢすべきか。 
（答）ಁした段階でশํ介護課にご連絡の上、速やかに提出してください。 
 
問８ 届出れのॳख़ॵॡ৬はどのようपなढथいるのか。 
（答）茨木市では、「トリトンモニター」というి正৲३ステムを৷いて、ফに数回点ਫ਼していま

す。対象プランの届出がない場合、শํ介護課からご連絡させていただきます。 
認定થの数をதえるಢো」「ೄ২者に対するૣක৷具ଖのਗஔ付の確認」پ

ਚのਹ৷」についても同様の্১で点ਫ਼しています。 
 

 

 

 
届出を省略するために、ただ生活援助の回数を減らしたり、身体介護

に移行したりすることは「適正化」とは言えません。 

様々な事情を抱える方の支援を一緒に考えていきましょう。 
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